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会員規約改定のお知らせ 

拝啓 向夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は一方ならぬ御愛顧を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

さて、平成 18 年 12 月に改正されました貸金業法が当初の予定通り順次施行され、本年６月 18 日付で

完全施行されることになりました。つきましては、改正貸金業法に則り会員規約の一部を改定いたしま

すのでご案内申し上げます。なお、主な改定条項は下記のとおりですが、新会員規約の全文を同封いた

しますのでご熟読いただき、今後とも一層のご利用を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

新会員規約の適用時期：平成２２年７月１５日 
第１章 一般条項 

改定後 改定前 
 

第１条（会員）・・・旧第 1条 

  １．株式会社エースカード（以下「当社」という。）に当社所

定の入会申込書により本規約第７条第３項に定めるカード

の契約形態（ショッピング利用代金のお支払方法）を指定し、

当社が発行するエース・ＪＣＢカード又はエース・ＤＣ-Ｖ

ｉｓａカード（以下総称して、「カード」という。）の発行を

申込まれた方で、当社が審査のうえ入会を承認した方を本会

員といいます。 

  ２．当社所定の入会申込書により、本規約を承認のうえ、家族

会員として入会の申し込みをされた本会員の家族で、当社が

審査のうえ承認した方を家族会員といいます。 

  ３．本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード

（本規約第３条第１項で「家族カード」として定義されるも

のをいう。以下本条において同じ。）を使用して、本規約に

基づくカード利用を行う一切の権限（以下、「本代理権」と

いう。）を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する

本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由

がある場合は、本規約第 22 条第６項により家族会員による

カード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この

申し出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張

することはできません。 

  ４．本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカ

ード利用は、すべて本会員の代理人としての利用となり、当

該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属

し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会

員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意を

もって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うもの

とし、家族会員が本規約に違反した場合には、当社に対し、

連帯して責任を負うものとします。 

  ５．本会員と家族会員を併せて「会員」といいます。 

  ６．本会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成

立します。 

 

第１条（会員） 

⑴会員とは、本規約を承認の上、株式会社エースカード（以

下「当社」という。）に当社所定の申込書により当社が発行

するエース・ＪＣＢカードまたはエース・ＤＣ－ＶＩＳＡ

カードの発行を申し込みされた方で、当社が入会を承認し

た方をいいます。 

⑵会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立

します。 

裏面をご覧ください。 



第３章 キャッシングサービスの利用に関する条項 
改定後 改定前 

 

第 39 条（キャッシングサービスの利用）・・・旧第 30条 

１．会員は、当社が予め定めた極度額の範囲内で、次のいずれ

かの方法により当社から金銭の借入（以下、「キャッシングサ

ービス」という。）をすることができます。 

⑴当社の提携する金融機関のＡＴＭ・ＣＤで、暗証番号を入

力する等、所定の操作を行った場合。 

⑵その他、当社所定の方法により申込手続を行った場合。 

２．キャッシングは、当社が認めた会員のみがサービスを受け

ることができます。 

３．カードキャッシングによる融資金は１万円単位とします。 

第 40 条（ＣＤ・ＡＴＭでの利用）・・・新設 

   会員は、前条第１項⑴により当社又は当社と提携する金融機

関のＣＤ・ＡＴＭでキャッシング１回払いの利用及びキャッシ

ングリボ払いの利用の取引を行う場合、会員は当社に対し、利

用の都度、利用金額に応じて次に定める金融機関利用料を支払

うものとします。なお、ＣＤ・ＡＴＭの機種や設置地域、店舗

等により利用できない取引があり、また、ＣＤ・ＡＴＭの営業

時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。 

⑴1 万円以下の額・・・・１０５円（うち税５円） 

⑵1 万円を超える額・・・２１０円（うち税 10 円） 

 

第 30 条（キャッシングサービスの利用） 

⑴会員は、当社が予め定めた利用可能枠の範囲内で、次のいず

れかの方法により当社から金銭の借入（以下、「キャッシン

グ」という。）をすることができます。 

①当社の提携する金融機関のＡＴＭ・ＣＤで、暗証番号を入

力する等、所定の操作を行った場合。 

②ＪＣＢおよびＶＩＳＡと提携した日本国外の取扱金融機

関等で所定の手続きを行った場合。 

③その他、当社所定の方法により申込手続を行った場合。 

⑵キャッシングは、当社が認めた会員のみがサービスを受ける

ことができます。 

⑶カードキャッシングによる融資金は１万円単位（但し、日

本国外での融資金はＪＣＢ・ＶＩＳＡまたは当社が指定す

る現地通貨単位。）とします。 

以上 

 


